
JP 2021-81802 A 2021.5.27

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】傷病者に限定されない集団の複数の時点におけ
る生体情報を収集するプログラム、情報処理装置、情報
処理システムおよび情報処理方法を提供する。
【解決手段】情報処理システム１１は、第１の端末装置
１０、第２の端末装置１２、第３の端末装置１３および
情報処理装置１４を備える。第１の端末装置１０は、移
動体１５に設けられる第１のセンサ部１７から被験者の
生体情報を取得する。情報処理装置１４の制御部３８は
、被験者情報を記憶部３７に記憶されている生体情報の
データベースに含める。また、被験者情報に対して、被
験者の識別情報を生成し、生成した識別情報を記憶部３
７に記憶した被験者情報に関連付ける。制御部３８は、
被験者情報を送信した第２の端末装置１２に被験者の識
別情報を送信するように、通信部３４を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体に設けられる第1のセンサ部から、被験者の生体情報を取得することと、
　前記被験者の識別情報を取得することと、
　前記生体情報を検出する検出時刻を取得することと、
　前記生体情報を、前記被験者の識別情報および前記検出時刻に関連付けて情報処理装置
に送信することと、を含む動作をコンピュータに実行させる
　プログラム。
【請求項２】
　請求項１に記載のプログラムであって、
　送信した前記生体情報に対して前記情報処理装置が送信する応答情報に基づいて、前記
被験者の健康状態を報知することを、さらに含む動作を前記コンピュータに実行させる
　プログラム。
【請求項３】
　請求項２に記載のプログラムであって、
　前記応答情報は、前記被験者の生体情報の履歴を含み、
　前記生体情報の履歴に基づいて、前記被験者の健康状態を判別することを、さらに含む
動作を前記コンピュータに実行させる
　プログラム。
【請求項４】
　請求項２に記載のプログラムであって、
　前記応答情報は、前記被験者の生体情報の履歴に基づいて判別された前記被験者の健康
状態を含む
　プログラム。
【請求項５】
　請求項２から４のいずれか１項に記載のプログラムであって、
　前記健康状態を報知することは、前記被験者の健康状態を出力することを含む
　プログラム。
【請求項６】
　請求項２から５のいずれか１項に記載のプログラムであって、
　前記健康状態を報知することは、前記応答情報および前記健康状態のいずれかを携行用
の端末装置に送信することを含む
　プログラム。
【請求項７】
　請求項６に記載のプログラムであって、
　前記応答情報は、前記生体情報の履歴に基づいて判別された前記被験者の健康状態を記
憶する前記情報処理装置から、該健康状態を読出すための情報を含む
　プログラム。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載のプログラムであって、
　前記被験者の識別情報は、前記移動体に設けられる第２のセンサ部から取得する前記被
験者の生体認証情報、および携行用の端末装置から取得する識別情報の少なくとも１つを
含む
　プログラム。
【請求項９】
　被験者の生体情報を、前記被験者の識別情報と該生体情報を検出する検出時刻とに関連
付けられて受信するとき、生体情報のデータベースの中から該識別情報に関連付けられた
前記被験者の生体情報の履歴を読出し、前記被験者の生体情報と該履歴とに基づく応答情
報を送信する制御部を、備える
　情報処理装置。
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【請求項１０】
　請求項９に記載の情報処理装置であって、
　前記応答情報は、前記被験者の生体情報および前記履歴を含む
　情報処理装置。
【請求項１１】
　請求項９に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記被験者の生体情報および前記履歴に基づいて前記被験者の健康状態
を判別し、
　前記応答情報は、前記制御部が判別した前記被験者の健康状態を含む
　情報処理装置。
【請求項１２】
　請求項９から１１のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記応答情報を、前記被験者の生体情報を送信した、端末装置に送信す
る
　情報処理装置。
【請求項１３】
　請求項９から１２のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記応答情報を、前記被験者の識別情報に関連付けられている携行用の
端末装置に送信する
　情報処理装置。
【請求項１４】
　請求項９から１３のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記被験者の生体情報を、前記被験者の識別情報と該生体情報を検出す
る検出時刻とともに受信するとき、前記データベース中の該識別情報に関連付けられてい
る前記履歴を、該被験者の生体情報および検出時刻に基づいて更新する
　情報処理装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の情報処理装置であって、
　前記データベースは、前記履歴として、複数被験者の生体情報の履歴を含み、
　前記制御部は、前記複数被験者の一人の識別情報に関連付けられている診療実績を示す
情報を受信するとき、該識別情報に関連付けて前記診療実績を示す情報を前記データベー
スに含める
　情報処理装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記データベース中の前記複数被験者の識別情報に関連付けられている
前記履歴および前記診療実績を示す情報の複数の組を用いて、前記履歴に基づく前記被験
者の健康状態の判別を行う判別基準を生成する
　情報処理装置。
【請求項１７】
　請求項１５または１６に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記データベース中の、前記履歴の開示レベルが非開示である被験者以
外の前記履歴および前記診療実績を示す情報を、前記被験者を特定する情報に関連付けず
に送信する
　情報処理装置。
【請求項１８】
　請求項１５から１７のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記データベース中の、前記履歴の開示レベルが個人情報開示である被
験者の前記履歴を、前記被験者を特定する情報に関連付けて送信する
　情報処理装置。
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【請求項１９】
　請求項９から１８のいずれか１項に記載の情報処理装置と、
　移動体に設けられる第１のセンサ部から被験者の生体情報を取得し、前記被験者の識別
情報を取得し、前記生体情報を検出する検出時刻を取得し、前記生体情報を前記被験者の
識別情報および前記検出時刻に関連付けて情報処理装置に送信する端末装置と、を備える
　情報処理システム。
【請求項２０】
　コンピュータによる情報処理方法であって、
　前記コンピュータは、
　移動体に設けられる第１のセンサ部から、被験者の生体情報を取得し、
　前記被験者の識別情報を取得し、
　前記生体情報を検出する検出時刻を取得し、
　前記生体情報を、前記被験者の識別情報および前記検出時刻に関連付けて情報処理装置
に送信する
　情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、プログラム、情報処理装置、情報処理システム、および情報処理方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　集団における個々人の複数の時点における生体情報は、当該集団における健康状況およ
び疾病の傾向などの把握に有益である。従来、個々人の生体情報は医療機関または診療を
望む在宅者が保有するユーザ端末などにおいて収集される（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２２７５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、医療機関において収集される生体情報は、一般的に傷病者の生体情報であり、
特定の地域の集団のように傷病者に限定しない集団の生体情報を表すことが難しい。集団
健診などにより健常者も含めた生体情報を収集可能である。しかし、集団健診を高頻度で
行うことは難しく、個々人の複数の時点における生体情報の収集は困難である。
【０００５】
　かかる事情に鑑みてなされた本開示の目的は、傷病者に限定されない集団の複数の時点
における生体情報の収集を行わせ得るプログラム、情報処理装置、情報処理システム、お
よび情報処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一実施形態に係るプログラムは、
　移動体に設けられる第1のセンサ部から、被験者の生体情報を取得することと、
　前記被験者の識別情報を取得することと、
　前記生体情報を検出する検出時刻を取得することと、
　前記生体情報を、前記被験者の識別情報および前記検出時刻に関連付けて情報処理装置
に送信することと、を含む動作をコンピュータに実行させる。
【０００７】
　本開示の一実施形態に係る情報処理装置は、



(5) JP 2021-81802 A 2021.5.27

10

20

30

40

50

　被験者の生体情報を、前記被験者の識別情報と該生体情報を検出する検出時刻とに関連
付けられて受信するとき、生体情報のデータベースの中から該識別情報に関連付けられた
前記被験者の生体情報の履歴を読出し、前記被験者の生体情報と該履歴とに基づく応答情
報を送信する制御部を、備える
【０００８】
　本開示の一実施形態に係る情報処理システムは、
　被験者の生体情報を、前記被験者の識別情報と該生体情報を検出する検出時刻とに関連
付けられて受信するとき、生体情報のデータベースの中から該識別情報に関連付けられた
前記被験者の生体情報の履歴を読出し、前記被験者の生体情報と該履歴とに基づく応答情
報を送信する制御部を、有する情報処理装置と、
　移動体に設けられる第１のセンサ部から被験者の生体情報を取得し、前記被験者の識別
情報を取得し、前記生体情報を検出する検出時刻を取得し、前記生体情報を前記被験者の
識別情報および前記検出時刻に関連付けて情報処理装置に送信する端末装置と、を備える
。
【０００９】
　本開示の一実施形態に係る情報処理方法は、
　コンピュータによる情報処理方法であって、
　前記コンピュータは、
　移動体に設けられる第１のセンサ部から、被験者の生体情報を取得し、
　前記被験者の識別情報を取得し、
　前記生体情報を検出する検出時刻を取得し、
　前記生体情報を、前記被験者の識別情報および前記検出時刻に関連付けて情報処理装置
に送信する。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示の一実施形態に係るプログラム、情報処理装置、情報処理システム、および情報
処理方法によれば、傷病者に限定されない集団の複数の時点における生体情報の収集が行
われ得る
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の一実施形態にかかるプログラムを実行する第１の端末装置を含む情報処
理システムの全体構成を示す構成図である。
【図２】図１の第１の端末装置の制御部が実行する生体情報送信処理のフローチャートで
ある。
【図３】図１の情報処理装置の制御部が実行する生体情報受信処理のフローチャートであ
る。
【図４】図１の情報処理装置の制御部が実行する診療実績受信処理のフローチャートであ
る。
【図５】図１の情報処理装置の制御部が実行する判別基準生成処理のフローチャートであ
る。
【図６】図１の情報処理装置の制御部が実行する履歴送信処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本開示の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１３】
　図１を参照して、本開示の一実施形態に係るプログラムを実行する第１の端末装置（コ
ンピュータ）１０を含む情報処理システム１１の概要について説明する。情報処理システ
ム１１は、第１の端末装置１０、第２の端末装置１２、第３の端末装置１３、および情報
処理装置１４を備える。
【００１４】
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　第１の端末装置１０、第２の端末装置１２、および第３の端末装置１３は、例えばスマ
ートフォン等の携行用の端末装置、又はＰＣ（Personal Computer）等の汎用の電子機器
であるが、これらに限られず、情報処理システム１１に専用の電子機器であってもよい。
第１の端末装置１０は、例えば、被験者が乗車する車両などの移動体１５に搭載されて、
利用される。第２の端末装置１２は、例えば、移動体１５に乗車する個々人に携行される
。第３の端末装置１３は、例えば、医療機関などに設けられる。情報処理装置１４は、１
つまたは互いに通信可能な複数のサーバ装置を含む。図１では説明の簡便のため、第１の
端末装置１０、第２の端末装置１２、および第３の端末装置１３についてはそれぞれ１つ
ずつ図示しているが、情報処理システム１１が備える第１の端末装置１０、第２の端末装
置１２、および第３の端末装置１３の数はそれぞれ１つ以上であればよい。
【００１５】
　第１の端末装置１０、第２の端末装置１２、第３の端末装置１３、および情報処理装置
１４のそれぞれは、例えば移動体通信網およびインターネットなどを含むネットワーク１
６と通信可能に接続される。情報処理システム１１の少なくとも１部は、モビリティサー
ビス（ＭａａＳ：Mobility-as-a-Service）の提供に用いられる。各サービス事業者は、
第１の端末装置１０および移動体１５を用いて、例えば例えばライドシェア、移動型ホテ
ル、または移動型リテールショップ等のモビリティサービスを提供可能である。
【００１６】
　本実施形態の概要として、第１の端末装置１０は、第１の端末装置１０を利用する移動
体１５の乗員および旅客などの被験者の生体情報を当該被験者の識別情報ととともに取得
し、互いに関連付けて情報処理装置１４に送信する。情報処理装置１４は、生体情報を受
信するとき、生体情報のデータベースにおける、受信する被験者の識別情報に関連付けら
れている当該被験者の生体情報の履歴を更新する。また、情報処理装置１４は、更新した
履歴、言換えると、被験者の、生体情報のデータベースにおける生体情報の履歴と受信す
る生体情報とに基づいて応答情報を生成する。情報処理装置１４は、応答情報を第１の端
末装置１０および第２の端末装置１２の少なくとも一方に送信する。応答情報を受信する
第１の端末装置１０および第２の端末装置１２の少なくとも一方は、当該応答情報に基づ
いて、被験者の健康状態を被験者に報知する。
【００１７】
　次に、情報処理システム１１の各構成について詳細に説明する。
【００１８】
　第１の端末装置１０は、前述のように、移動体１５に搭載されて、例えば、移動体１５
の自動運転などのように移動体１５において利用される。移動体１５は、例えば、自動運
転走行または追従走行が可能な自動運転車両であるが、これに限られず、第１の端末装置
１０を搭載可能且つ被験者が乗り込み可能な、車両、船舶、および航空機などの任意の移
動体であってもよい。
【００１９】
　第１の端末装置１０は、自動運転制御ソフトウェアによって制御情報を自動的に生成し
、移動体１５へ送信してもよい。移動体１５は、受信した制御情報に基づき車両制御を行
ってよい。車両制御は、例えば自動運転であるが、これに限られない。制御情報の仕様を
定めたＡＰＩ（Application Programming Interface）の少なくとも一部は、サービス事
業者に開示される。サービス事業者は、開示されたＡＰＩを用いて、第１の端末装置１０
の自動運転制御ソフトウェアを自由にプログラミング可能である。したがって、サービス
事業者は、目的に応じた設備を移動体１５の車室内空間に搭載し、目的に応じたＡＰＩを
用いて自動運転制御ソフトウェアをプログラミングすることによって、任意のモビリティ
サービスを提供可能である。
【００２０】
　移動体１５には、第１のセンサ部１７および第２のセンサ部１８が設けられている。ま
た、移動体１５は、第１の端末装置１０に固定的または着脱自在に設けられている。
【００２１】
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　第１のセンサ部１７は、被験者の変動し得る生体情報を検出するセンサを含む。生体情
報を検出するセンサは、移動体１５内で生体情報の検出に適した位置に設けられる。生体
情報を検出するセンサは、例えば、移動体１５の手摺およびステアリング・ホイールなど
に設けられる。生体情報を検出するセンサは、例えば、体脂肪率を検出するための体脂肪
センサ、脈拍および末梢血管の状態を検出する光学式脈波センサ、血中酸素濃度を検出す
るパルスオキシメータ、心臓の電気的状態を検出する心電計、体温を検出する温度センサ
、体内状態を検出する超音波センサを含む。被験者の生体情報を検出するセンサは、例え
ば、移動体１５の椅子および椅子の前方の底板に設けられ、体重を検出する着座センサを
含んでよい。第１のセンサ部１７は、移動体１５のＣＡＮ（Controller Area Network）
などの車載ネットワークまたは専用線を介して第１の端末装置１０と通信可能である。
【００２２】
　第２のセンサ部１８は、被験者に固有の不変である生体認証情報を検出するセンサを含
む。生体認証情報を検出するセンサは、移動体１５内で生体認証情報の検出に適した位置
に設けられる。生体認証情報を検出するセンサは、例えば、移動体１５の手摺、ステアリ
ング・ホイール、および被験者の正面に設けられる生体認証情報を検出するセンサは、例
えば、指紋を検出する指紋センサ、手指の静脈パターンを検出する静脈センサ、光彩を検
出する光彩センサ、顔面を撮像するカメラ、声を検出するためのマイク、網膜を検出する
網膜センサを含む。第２のセンサ部１８は、移動体１５のＣＡＮ（Controller Area Netw
ork）などの車載ネットワークまたは専用線を介して第１の端末装置１０と通信可能であ
る。
【００２３】
　第１の端末装置１０は、通信部１９、出力部２０、入力部２１、記憶部２２、および制
御部２３を備える。
【００２４】
　通信部１９は、移動体１５のＣＡＮ（Controller Area Network）などの車載ネットワ
ークまたは専用線を介して通信する通信モジュールを含む。通信部１９は、ネットワーク
１６に接続する通信モジュールを含む。例えば、通信部１９は、４Ｇ（4th Generation）
および５Ｇ（5th Generation）などの移動体通信規格に対応する通信モジュールを含んで
もよい。通信部１９は、例えば、Bluetooth（登録商標）などの近距離無線通信規格に対
応する通信モジュールを含んでもよい。
【００２５】
　本実施形態において、第１の端末装置１０は、通信部１９を介して、移動体１５の制御
装置および位置情報取得装置などの搭載機器に接続され、情報を通信する。また、第１の
端末装置１０は、通信部１９、または通信部１９および移動体１５の通信装置を介して、
ネットワーク１６に接続され、多様な情報を、ネットワーク１６を介して送信および受信
する。また、第１の端末装置１０は、通信部１９を介して近距離無線通信により、第２の
端末装置１２と接続され、多様な情報を通信してもよい。通信部１９は、ネットワーク１
６を介して情報を送信する場合、当該情報に第１の端末装置１０の識別情報を付加しても
よい。第１の端末装置１０の識別情報は、情報処理システム１１において第１の端末装置
１０をそれぞれ一意に識別可能な情報である。
【００２６】
　出力部２０は、情報を出力してユーザに通知する１つ以上のインタフェースを含む。例
えば、出力部２０は、情報を映像で出力するディスプレイ、または情報を音声で出力する
スピーカ等であるが、これらに限られない。
【００２７】
　入力部２１は、ユーザ入力を検出する１つ以上のインタフェースを含む。入力部２１は
、例えば、物理キー、静電容量キー、および出力部２０のディスプレイと一体的に設けら
れたタッチスクリーンを含む。
【００２８】
　記憶部２２は、半導体メモリ、磁気メモリ、又は光メモリ等であるが、これらに限られ
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ない。記憶部２２は、例えば、主記憶装置、補助記憶装置、またはキャッシュメモリとし
て機能してもよい。記憶部２２は、第１の端末装置１０の動作に用いられる任意の情報を
記憶する。記憶部２２は、例えば、システムプログラム、アプリケーションプログラムな
どを記憶してもよい。記憶部２２に記憶された情報は、例えば通信部１９を介してネット
ワーク１６から受信される情報で更新可能であってもよい。
【００２９】
　制御部２３は、１つ以上のプロセッサを含む。本実施形態において「プロセッサ」は、
汎用のプロセッサ、又は特定の処理に特化した専用のプロセッサであるが、これらに限ら
れない。専用のプロセッサは、特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ；Application Specific Int
egrated Circuit）を含んでよい。制御部２３は、プログラマブルロジックデバイス（Ｐ
ＬＤ；Programmable Logic Device）を含んでよい。ＰＬＤは、ＦＰＧＡ（Field-Program
mable Gate Array）を含んでよい。制御部２３は、第１の端末装置１０全体の動作を制御
する。
【００３０】
　制御部２３は、生体情報の検出を要求するユーザ入力を入力部２１が検出するとき、被
験者の生体情報を検出するように、第１のセンサ部１７を制御する。また、制御部２３は
、生体情報を検出する検出時刻を取得する。なお、本明細書において、「取得」は、検出
時刻などの対象を情報として報知することを意味する。検出時刻は、例えば、通信部１９
を介した受信、または第１の端末装置１０に設けられるタイマの検出により取得されてよ
い。検出時刻は、検出の開始から終了までのいずれか一時点であってよい。
【００３１】
　また、制御部２３は、生体情報の検出を要求するユーザ入力を入力部２１が検出すると
き、被験者の識別情報を取得するように、通信部１９を制御する。被験者の識別情報は、
例えば、情報処理システム１１において被験者をそれぞれ一意に識別可能な情報である。
被験者の識別情報は、例えば、文字および数字などの記号の機械的な組合せ、ならびに被
験者の指紋、静脈パターン、光彩、顔面、声紋、網膜などの被験者を特定する生体認証情
報を含む。制御部２３は、例えば、通信部１９を介して被験者が携行する第２の端末装置
１２と近距離無線通信可能な場合、記号の組合せなどの識別情報を、第２の端末装置１２
からの受信により取得する。制御部２３は、例えば、通信部１９を介して第２のセンサ部
１８を制御して被験者の生体認識情報を取得する。
【００３２】
　制御部２３は、検出した生体情報を、取得した被験者の識別情報、および生体情報を検
出した検出時刻と関連付けて、情報処理装置１４に送信するように、通信部１９を制御す
る。制御部２３は、被験者の識別情報として、生体認識情報と、第２の端末装置１２から
受信した識別情報とをともに生体情報に関連付けて送信してもよい。
【００３３】
　制御部２３は、送信した生体情報に対して情報処理装置１４から応答情報を受信すると
き、応答情報に基づいて被験者の健康状態を被験者に報知する。被験者の健康状態は、例
えば、糖尿病、心疾患、および脳卒中などの疾病に罹患する可能性および健康状態の説明
などの健康状態そのものを認識させる情報、ならびに生活習慣における提案、通院の提案
、検査の提案などの健康に対する提案を含む。
【００３４】
　応答情報は、例えば、後述するように情報処理装置１４が被験者の生体情報の履歴に基
づいて判別する、被験者の健康状態であってよい。または、応答情報は、例えば、後述す
るように情報処理装置１４から送信される被験者の生体情報の履歴であってよい。または
、応答情報は、後述するように情報処理装置１４が被験者の生体情報の履歴に基づいて判
別して記憶する被験者の健康状態を読出すための情報であってよい。読出すための情報は
、例えば、第２の端末装置１２がネットワーク１６を介して情報処理装置１４に接続して
、特定の被験者の健康状態を情報処理装置１４の中から識別する情報を含む。
【００３５】
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　制御部２３は、応答情報が被験者の生体情報の履歴である場合、当該履歴に基づいて被
験者の健康状態を判別する。履歴に基づく健康状態の判別を行うための判別基準は、通信
部１９を介して受信してよく、予め受信されたて記憶部２２に格納されていてもよい。
【００３６】
　制御部２３は、例えば、被験者の健康状態を、出力部２０に出力することにより報知す
る。また、制御部２３は、例えば、被験者の健康状態を第２の端末装置１２に送信するよ
うに通信部１９を制御することにより、後述するように第２の端末装置１２を用いて被験
者の健康状態を報知する。なお、本明細書において、「送信」は、健康状態などの対象を
情報として送信することを意味する。また、制御部２３は、情報処理装置１４が被験者の
生体情報の履歴に基づいて判別して記憶する被験者の健康状態を読出す情報を送信するよ
うに通信部１９を制御することにより、後述するように第２の端末装置１２を用いて被験
者の健康状態を報知する。
【００３７】
　第２の端末装置１２は、通信部２４、出力部２５、入力部２６、記憶部２７、および制
御部２８を備える。
【００３８】
　通信部２４は、ネットワーク１６に接続する通信モジュールを含んでよい。通信部２４
は、例えば、Bluetooth（登録商標）などの近距離無線通信規格に対応する通信モジュー
ルを含んでもよい。本実施形態において、第２の端末装置１２は、通信部２４を介してネ
ットワーク１６に接続され、情報を通信する。また、第２の端末装置１２は、通信部２４
を介して近距離無線通信により、第１の端末装置１０と接続され、多様な情報を通信して
もよい。通信部２４は、ネットワーク１６を介して情報を送信する場合、当該情報に第２
の端末装置１２の識別情報を付加してもよい。第２の端末装置１２の識別情報は、情報処
理システム１１において第２の端末装置１２をそれぞれ一意に識別可能な情報である。
【００３９】
　出力部２５の具体的な構成および機能は、第１の端末装置１０の出力部２０と同様であ
る。入力部２６の具体的な構成および機能は、第１の端末装置１０の入力部２１と同様で
ある。記憶部２７の具体的な構成および機能は、第１の端末装置１０の記憶部２２と同様
である。記憶部２７は、例えば、第２の端末装置１２の動作に用いられる任意の情報を記
憶する。
【００４０】
　制御部２８の具体的な構成は、第１の端末装置１０の制御部２３と同様である。制御部
２８は、第２の端末装置１２全体の動作を制御する。
【００４１】
　制御部２８は、情報処理装置１４への被験者としての登録を求めるユーザ入力を入力部
２６が検出するとき、被験者の氏名、性別、年齢、および身長など被験者情報の入力の要
請を出力するように、出力部２５を制御する。制御部２８は、身体情報のユーザ入力を入
力部２６が検出するとき、被験者情報を情報処理装置１４に送信するように、通信部２４
を制御する。制御部２８は、被験者情報を情報処理装置１４に直接送信しても、近距離無
線通信を行う第１の端末装置１０を介して間接的に送信してもよい。制御部２８は、被験
者情報の送信に対して情報処理装置１４から送信される被験者の識別情報を受信するとき
、当該識別情報を記憶部２７に格納する。
【００４２】
　制御部２８は、被験者の生体情報の履歴の開示レベルの指定または訂正を求めるユーザ
入力を入力部２６が検出するとき、開示レベルの指定の要請を出力するように、出力部２
５を制御する。開示レベルは、例えば、情報処理装置１４が記憶する被験者の生体情報の
開示を、被験者が許可する段階的な基準である。開示レベルは、例えば、被験者以外の開
示を禁ずる非開示、および被験者以外の開示を許可する開示を含む。当該開示は、被験者
を特定する情報を関連付けて履歴の開示を許可する個人情報開示、および被験者を特定す
る情報を関連付けずに履歴の開示を許可する部分開示を含んでよい。被験者を特定する情
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報は、被験者情報または被験者の識別情報であってよい。制御部２８は、開示レベルを選
択するユーザ入力を入力部２６が検出するとき、被験者の識別情報とともに開示レベルを
情報処理装置１４に送信するように、通信部２４を制御する。
【００４３】
　制御部２８は、第１の端末装置１０および情報処理装置１４の少なくとも一方から被験
者の健康状態を受信するとき、健康状態を記憶部２７に格納する。なお、本明細書におい
て、「受信」は、健康状態などの対象を情報として受信することを意味する。制御部２８
は、被験者の健康状態の出力を要求するユーザ入力を入力部２６が検出するとき、当該健
康状態を出力するように出力部２５を制御する。
【００４４】
　制御部２８は、第１の端末装置１０から健康状態を読出すための情報を含む応答情報を
受信するとき、健康状態を読出すための情報を記憶部２７に格納する。制御部２８は、被
験者の健康状態の出力を要求するユーザ入力を入力部２６が検出するとき、健康状態を読
出すための情報を用いて当該健康状態の要請を情報処理装置１４に送信するように、通信
部２４を制御する。制御部２８は、読出すための情報に対して情報処理装置１４から送信
される健康状態を受信するとき、健康状態を出力部２５に出力するように、制御する。
【００４５】
　第３の端末装置１３は、通信部２９、出力部３０、入力部３１、記憶部３２、および制
御部３３を備える。
【００４６】
　通信部２９は、ネットワーク１６に接続する通信モジュールを含んでよい。本実施形態
において、第３の端末装置１３は、通信部２９を介してネットワーク１６に接続され、情
報を通信する。
【００４７】
　出力部３０の具体的な構成および機能は、第１の端末装置１０の出力部２０と同様であ
る。入力部３１の具体的な構成および機能は、第１の端末装置１０の入力部２１と同様で
ある。記憶部３２の具体的な構成および機能は、第１の端末装置１０の記憶部２２と同様
である。記憶部３２は、例えば、第３の端末装置１３の動作に用いられる任意の情報を記
憶する。
【００４８】
　制御部３３の具体的な構成は、第１の端末装置１０の制御部２３と同様である。制御部
３３は、第３の端末装置１３全体の動作を制御する。
【００４９】
　制御部３３は、患者の診察実績を示す情報を取得するとき、診断実績を示す情報を、診
断実績の取得時期に関連付けて記憶部３２に格納する。診察実績は、診断実績および治療
実績の少なくとも一方を含む。診断実績は、診察および健康診断などにおける診断の結果
を含む。治療実績は、診察に基づいて施された治療内容を含む。制御部３３は、例えば、
診察実績を示す情報を、入力部３１へのユーザ入力、および通信部２９を介した検査装置
からの受信の少なくとも一方により取得する。
【００５０】
　制御部３３は、患者の識別情報を取得するとき、当該識別情報を、診断実績を示す情報
に関連付けて記憶部３２に格納する。制御部３３は、第１の端末装置１０の制御部２３に
おける被験者の識別情報と同様に、患者の識別情報を取得し得る。制御部３３は、識別情
報および取得時期に関連付けられている診断実績を示す情報を情報処理装置１４に送信す
るように、通信部２９を制御する。
【００５１】
　情報処理装置１４は、通信部３４、出力部３５、入力部３６、記憶部３７、および制御
部３８を備える。
【００５２】
　通信部３４の具体的な構成は、第３の端末装置１３の通信部２９と同様である。本実施
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形態において、情報処理装置１４は、通信部３４を介してネットワーク１６に接続される
。通信部３４の機能は、第３の端末装置１３の通信部２９と同様である。通信部３４は、
例えば、ネットワーク１６を介して情報を送信する場合、当該情報に情報処理装置１４の
識別情報を付加してもよい。情報処理装置１４の識別情報は、情報処理システム１１にお
いて情報処理装置１４をそれぞれ一意に識別可能な情報である。
【００５３】
　出力部３５の具体的な構成および機能は、第１の端末装置１０の出力部２０と同様であ
る。入力部３６の具体的な構成および機能は、第１の端末装置１０の入力部２１と同様で
ある。
【００５４】
　記憶部３７の具体的な構成および機能は、第１の端末装置１０の記憶部２２と同様であ
る。記憶部３７は、例えば、情報処理装置１４の動作に用いられる任意の情報を記憶する
。記憶部３７は、例えば、生体情報のデータベースを記憶する。当該データベースは、被
験者別に、複数被験者の生体情報の履歴を含む。なお、本明細書において、「含む」は、
履歴などの対象を情報として含むことを意味する。当該データベースは、詳細に説明する
と、複数被験者の各識別情報に関連付けられている、各検出時刻の生体情報によって構成
されている。当該データベースは、複数被験者の少なくとも１つの識別情報に関連付けら
れている診療実績を示す情報を含んでもよい。
【００５５】
　制御部３８の具体的な構成は、第１の端末装置１０の制御部２３と同様である。制御部
３８は、情報処理装置１４全体の動作を制御する。
【００５６】
　制御部３８は、被験者情報を第２の端末装置１２から直接的または間接的に受信すると
き、被験者情報を記憶部３７に記憶されている生体情報のデータベースに含める。制御部
３８は、被験者情報に対して、被験者の識別情報を生成する。制御部３８は、生成した識
別情報を記憶部３７に記憶した被験者情報に関連付ける。制御部３８は、被験者情報を送
信した第２の端末装置１２に被験者の識別情報を送信するように、通信部３４を制御する
。
【００５７】
　制御部３８は、開示レベルを第２の端末装置１２から直接的または間接的に受信すると
き、開示レベルに関連付けられている被験者の識別情報と同じ識別情報を、記憶部３７に
おいて検索する。制御部３８は、開示レベルを、検索した識別情報に関連付けて、生体情
報のデータベースに含める。
【００５８】
　制御部３８は、第１の端末装置１０から被験者の生体情報を被験者の識別情報と当該生
体情報を検出する検出時刻に関連付けられて受信するとき、記憶部３７に記憶されている
生体情報のデータベースを更新する。制御部３８は、詳細に説明すると、受信する被験者
の識別情報に関連付けられている当該データベース中の履歴を、生体情報および受信する
検出時刻に基づいて更新する。
【００５９】
　制御部３８は、被験者の生体情報を受信する度に、生体情報のデータベースにおける当
該被験者の識別情報に関連付けられている特典ポイントに、開示レベルに応じたポイント
を加算する。被験者は、特典ポイントを用いて、点数に応じた医療サービス、医療サービ
スにおける割引などを享受し得る。加算されるポイントは、例えば、開示レベルが非開示
である場合０点であり、開示レベルが部分開示である場合１点であり、開示レベルが個人
情報開示である場合２点である。
【００６０】
　制御部３８は、第１の端末装置１０から、第２の端末装置１２に記憶されている被験者
の識別情報および生体認証情報を受信するとき、当該生体認証情報を、第２の端末装置１
２に送信し且つ生体情報のデータベース中の被験者の識別情報に関連付けて、当該データ
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ベースに含める。
【００６１】
　また、制御部３８は、第１の端末装置１０から被験者の生体情報を被験者の識別情報と
当該生体情報を検出する検出時刻に関連付けられて受信するとき、生体情報のデータベー
スの中から、当該識別情報に関連付けられた履歴を読出す。なお、本明細書において、「
読出す」は、履歴などの対象を情報として読出すことを意味する。
【００６２】
　制御部３８は、受信した生体情報および読出した履歴に基づいて、判別基準を用いて、
被験者の健康状態を判別してよい。判別基準は、例えば、生体情報の履歴に含まれる生体
情報を説明変数として、数値化した健康状態を目的変数とする計算式である。判別基準は
、予め研究者などにより設計されて入力部３６へのユーザ入力、又は、後述するように制
御部３８の生成により記憶部３７に格納されている。なお、本明細書において、「格納」
は、判別基準などの対象を情報として格納することを意味する。制御部３８は、後述する
診療実績を示す情報を健康状態の判別に用いてもよい。制御部３８は、生体情報を受信す
る時季を健康状態の判別に用いてもよい。制御部３８は、判別した被験者の健康状態を、
当該被験者の識別情報に関連付けて生体情報のデータベースに含める。
【００６３】
　また、制御部３８は、受信した生体情報および読出した履歴に基づいて、応答情報を、
生体情報を送信した第１の端末装置１０または被験者の識別情報に関連付けられている第
２の端末装置１２に送信する。
【００６４】
　応答情報は、上述のように、受信した生体情報および読出した履歴、言換えると更新し
た生体情報の履歴を含んでよい。または、応答情報は、制御部３８が判別した被験者の健
康状態を含んでよい。または、応答情報は、第２の端末装置１２が情報処理装置１４に接
続するための情報処理装置１４の識別情報、および記憶部３７に記憶している複数被験者
の健康状態の中で、受信した生体情報に関連付けられている被験者の健康状態を識別する
情報を含んでよい。
【００６５】
　制御部３８は、第３の端末装置１３から診療実績を示す情報を受信するとき、記憶部３
７に記憶されている生体情報のデータベースを更新する。制御部３８は、詳細に説明する
と、診療実績を示す情報とともに受信する被験者の識別情報と同じ、当該データベース中
の識別情報に関連付けて、診療実績を示す情報を当該データベースに含める。
【００６６】
　制御部３８は、生体情報のデータベース中の複数被験者の識別情報それぞれにそれぞれ
関連付けられている複数の組を用いて、上述の判別基準を生成する。複数の組それぞれは
、同一の被験者の履歴および診療実績の情報を含む。制御部３８は、例えば、機械学習ま
たは回帰分析によって判別基準を生成する。なお、本明細書において、「生成」は、判別
基準などの対象を情報として生成することを意味する。制御部３８は、生成した判別基準
を記憶部３７に格納する。制御部３８は、判別基準がすでに記憶部３７に格納されている
場合、生成した判別基準を用いて更新してもよいし、生成時刻とともに別々に格納しても
よい。制御部３８は、生成した判別基準を、第１の端末装置１０および第２の端末装置１
２の少なくとも一方に送信するように、通信部３４を制御してもよい。
【００６７】
　制御部３８は、被験者を特定する情報を含まずに複数被験者の履歴および診療実績を示
す情報の送信を要求するユーザ入力を入力部３６が検出するとき、以下に説明する第１の
情報を、被験者を特定する情報に関連付けずに送信するように通信部３４を制御する。第
１の情報は、生体情報のデータベース中の、開示レベルが非開示である被験者以外、言換
えると開示レベルが開示である被験者の履歴および診療実績を示す情報である。制御部３
８は、第１の情報を、例えば、研究機関または保険会社などの情報処理装置などに送信し
てよい。



(13) JP 2021-81802 A 2021.5.27

10

20

30

40

50

【００６８】
　制御部３８は、被験者を特定する情報を含んで当該被験者の履歴の送信を要求するユー
ザ入力を入力部３６が検出するとき、以下に説明する第２の情報を、被験者を特定する情
報を関連付けて送信するように通信部３４を制御する。第２の情報は、生体情報のデータ
ベース中の、開示レベルが個人情報開示である被験者の履歴である。制御部３８は、履歴
とともに診療実績を示す情報を送信するように通信部３４を制御してもよい。制御部３８
は、第２の情報を、例えば、保険会社などの情報処理装置などに送信してよい。
【００６９】
　次に、本実施形態において第１の端末装置１０の制御部２３が実行する生体情報送信処
理について、図２のフローチャートを用いて説明する。生体情報送信処理は、例えば、生
体情報の検出を要求するユーザ入力を入力部２１が検出するとき、開始する。
【００７０】
　ステップＳ１００において、制御部２３は、生体情報を検出するように第１のセンサ部
１７を制御する。第１のセンサ部１７が検出した生体情報の取得後、プロセスはステップ
Ｓ１０１に進む。
【００７１】
　ステップＳ１０１では、制御部２３は、被験者の識別情報を、第２の端末装置１２から
受信するように通信部１９を、または検出するように第２のセンサ部１８を制御する。受
信または検出による識別情報の取得後、プロセスはステップＳ１０２に進む。
【００７２】
　ステップＳ１０２では、制御部２３は、ステップＳ１００において検出する生体情報の
検出時刻を取得するように、通信部１９またはタイマを制御する。検出時刻の取得後、プ
ロセスはステップＳ１０３に進む。
【００７３】
　ステップＳ１０３では、制御部２３は、ステップＳ１００、Ｓ１０２、Ｓ１０３におい
てそれぞれ取得した生体情報、識別情報、および検出時刻を関連付けて、情報処理装置１
４に送信するように、通信部１９を制御する。送信後、プロセスはステップＳ１０４に進
む。
【００７４】
　ステップＳ１０４では、制御部２３は、情報処理装置１４から、ステップＳ１０３にお
いて送信した生体情報に対する応答情報を受信しているか否かを判別する。受信していな
い場合、プロセスはステップＳ１０４に戻り、待機する。受信している場合、プロセスは
ステップＳ１０５に進む。
【００７５】
　ステップＳ１０５では、制御部２３は、ステップＳ１０４において受信が確認された応
答情報に基づいて、被験者に健康状態を報知する。報知後、生体情報送信処理は終了する
。
【００７６】
　次に、本実施形態において情報処理装置１４の制御部３８が実行する生体情報受信処理
について、図３のフローチャートを用いて説明する。生体情報受信処理は、例えば、第１
の端末装置１０から生体情報を受信するとき、開始する。
【００７７】
　ステップＳ２００において、制御部３８は、生体情報に関連付けられて受信した被験者
の識別情報を、生体情報のデータベースから検索する。検索後、プロセスはステップＳ２
０１に進む。
【００７８】
　ステップＳ２０１では、制御部３８は、ステップＳ２００において検索したデータベー
ス中の識別情報に関連付けられている生体情報の履歴を、生体情報に関連付けられて受信
した検出時刻に基づいて更新する。更新後、プロセスはステップＳ２０２に進む。
【００７９】
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　ステップＳ２０２では、制御部３８は、ステップＳ２００において検索した、生体情報
のデータベース中の識別情報に関連付けられている特典ポイントに、開示レベルに応じた
ポイントを加算する。加算後、プロセスはステップＳ２０３に進む。
【００８０】
　ステップＳ２０３では、制御部３８は、ステップＳ２０１において更新した生体情報の
データベース中の履歴に基づいて、応答情報を生成する。生成後、プロセスはステップＳ
２０４に進む。
【００８１】
　ステップＳ２０４では、制御部３８は、ステップＳ２０３において生成した応答情報を
第１の端末装置１０および第２の端末装置１２の少なくとも一方に送信するように、通信
部３４を制御する。送信後、生体情報受信処理は終了する。
【００８２】
　次に、本実施形態において情報処理装置１４の制御部３８が実行する診療実績受信処理
について、図４のフローチャートを用いて説明する。診療実績受信処理は、例えば、第３
の端末装置１３から診療実績を示す情報を受信するとき、開始する。
【００８３】
　ステップＳ３００において、制御部３８は、生体情報に関連付けられて受信した被験者
の識別情報を、生体情報のデータベースから検索する。検索後、プロセスはステップＳ３
０１に進む。
【００８４】
　ステップＳ３０１では、制御部３８は、ステップＳ３００において検索した、生体情報
のデータベース中の識別情報に関連付けて、受信した診療実績を示す情報を付加すること
により、当該データベースを更新する。更新後、診療実績受信処理は終了する。
【００８５】
　次に、本実施形態において情報処理装置１４の制御部３８が実行する判別基準生成処理
について、図５のフローチャートを用いて説明する。判別基準生成処理は、例えば、定期
的に、周期的に、および生成を要求するユーザ入力を入力部３６が検出するときの少なく
とも１つにおいて、開始する。
【００８６】
　ステップＳ４００において、制御部３８は、生体情報のデータベースから、複数被験者
の識別情報にそれぞれ関連付けられている履歴および診療実績を示す情報を読出す。読出
し後、プロセスはステップＳ４０１に進む。
【００８７】
　ステップＳ４０１では、制御部３８は、ステップＳ４０１において読出した履歴および
診療実績を示す情報に基づいて、判別基準を生成する。生成後、プロセスはステップＳ４
０２に進む。
【００８８】
　ステップＳ４０２では、制御部３８は、ステップＳ４０１において生成した判別基準を
記憶部３７に格納する。格納後、プロセスはステップＳ４０３に進む。
【００８９】
　ステップＳ４０３では、制御部３８は、ステップＳ４０２において格納した判別基準を
第１の端末装置１０および第２の端末装置１２の少なくとも一方に送信するように、通信
部３４を制御する。送信後、判別基準生成処理は終了する。
【００９０】
　次に、本実施形態において情報処理装置１４の制御部３８が実行する履歴送信処理につ
いて、図６のフローチャートを用いて説明する。履歴送信処理は、例えば、被験者の履歴
の送信を要求するユーザ入力を入力部３６が検出するとき、開始する。
【００９１】
　ステップＳ５００において、制御部３８は、検出されたユーザ入力において被験者を特
定する情報を含めることが要求されているか否かを判別する。要求されていない場合、プ
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ロセスはステップＳ５０１に進む。要求されている場合、プロセスはステップＳ５０２に
進む。
【００９２】
　ステップＳ５０１では、制御部３８は、開示レベルが開示である被験者の履歴および診
療実績を示す情報の単一または複数の組を第１の情報として、記憶部３７から読出す。読
出し後、プロセスはステップＳ５０３に進む。
【００９３】
　ステップＳ５０２では、制御部３８は、開示レベルが個人情報開示である、単一または
複数の被験者の履歴を第２の情報として、記憶部３７から読出す。読出し後、プロセスは
ステップＳ５０３に進む。
【００９４】
　ステップＳ５０３では、制御部３８は、ステップＳ５０１またはステップＳ５０２にお
いてそれぞれ読出した第１の情報または第２の情報を、入力部３６がユーザ入力を検出し
た送信先の情報処理装置に送信する。送信後、履歴送信処理は終了する。
【００９５】
　以上のような構成の本実施形態のプログラムは、移動体１５に設けられる第１のセンサ
部１７から取得する被験者の生体情報を、被験者の識別情報および検出時刻に関連付けて
情報処理装置１４に送信することを含む動作を第１の端末装置１０に実行させる。このよ
うな構成により、本実施形態のプログラムは、第１の端末装置１０のようなコンピュータ
に実行させることにより、公共の交通機関も含めた単一または多様な移動体１５に乗り込
んだ被験者の生体情報を、被験者毎に収集させ得る。このような単一又は多様な移動体１
５には傷病時を含む日常生活中の被験者が乗込む。したがって、本実施形態のプログラム
は、傷病者に限定されない被験者の生体情報の履歴、言換えると被験者の複数の時点にお
ける生体情報の収集を行わせ得る。
【００９６】
　また、本実施形態のプログラムは、送信した生体情報に対して情報処理装置１４が送信
する応答情報に基づいて、被験者の健康状態を放置することをさらに第１の端末装置１０
に実行させる。このような構成により、本実施形態のプログラムは、健康状態の把握を望
む者に、生体情報を提供する動機を与え得る。したがって、本実施形態のプログラムは、
多くの被験者からの生体情報の収集を促進させ得る。
【００９７】
　また、本実施形態のプログラムでは、健康状態の報知は健康状態を出力部２０に出力さ
れることにより実行される。このような構成により、本実施形態のプログラムは、被験者
が、移動体１５内で携行用の第２の端末装置１２を有しない被験者に、当該被験者の健康
状態を報知させ得る。
【００９８】
　また、本実施形態のプログラムは、応答情報および健康状態のいずれかを携行用の第２
の端末装置１２に送信するように第１の端末装置１０を制御する。このような構成により
、本実施形態のプログラムは、被験者が移動体１５から降りた後にも、被験者に健康状態
を報知させ得る。
【００９９】
　また、本実施形態のプログラムでは、被験者の識別情報は第２のセンサ部１８から取得
する生体認識情報および携行用の第２の端末装置１２から取得する識別情報の少なくとも
１つである。このような構成により、本実施形態のプログラムは、第２のセンサ部１８か
ら生体認証情報を取得できる構成では、被験者に特定の作業を強いることなく、被験者の
識別情報を第１の端末装置１０に取得させ得る。また、本実施形態のプログラムは、第２
の端末装置１２から識別情報を取得できる構成では、第２のセンサ部１８を設けることな
く、被験者の識別情報を第１の端末装置１０に取得させ得る。
【０１００】
　また、本実施形態の情報処理装置１４は、生体情報を被験者の識別情報と検出時刻とに
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関連付けられて受信するとき、生体情報のデータベースの中から当該識別情報に関連付け
られた被験者の生体情報の履歴を読出し、受信した被験者の生体情報と当該履歴とに基づ
く応答情報を送信する。このような構成により、情報処理装置１４は、健康状態を報知し
得る第１の端末装置１０または第２の端末装置１２に、当該健康状態の生成の元になる応
答情報を供給し得る。
【０１０１】
　また、本実施形態の情報処理装置１４は、生体情報を被験者の識別情報と検出時刻とに
関連付けられて受信するとき、生体情報のデータベースの中から当該識別情報に関連付け
られた被験者の生体情報の履歴を、被験者の生体情報および検出時刻に基づいて更新する
。このような構成により、情報処理装置１４は、被験者毎の生体情報の長期間の履歴を作
成しながら収集し得る。
【０１０２】
　また、本実施形態の情報処理装置１４では、生体情報のデータベースは複数被験者の生
体情報の履歴を含み、複数被験者の一人の識別情報に関連付けられている診療実績を示す
情報を受信するとき当該識別情報に関連付けて診療実績を示す情報をデータベースに含め
る。このような構成により、情報処理装置１４は、被験者毎に関連付けられた、複数被験
者の生体情報の履歴および診療実績を示す情報を収集するので、生体情報の変遷と疾病な
どの因果関係の解析の精度を向上し得る。
【０１０３】
　また、本実施形態の情報処理装置１４は、データベース中の複数被験者の識別情報に関
連付けられている履歴および診療実績を示す情報の複数の組を用いて、履歴に基づく被験
者の健康状態の判別を行う判別基準を生成する。このような構成により、情報処理装置１
４は、被験者の健康状態の判別精度を向上し得る。
【０１０４】
　また、本実施形態の情報処理装置１４は、履歴の開示レベルに応じて、被験者を特定す
る情報を関連付けて、または関連付けずに、履歴などを送信する。このような構成により
、情報処理装置１４は、被験者の意思に基づいて個人情報を保護しながら、研究および商
用に有益な情報を提供し得る。
【０１０５】
　本開示を諸図面及び実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種
々の変形および修正を行うことが容易であることに注意されたい。したがって、これらの
変形および修正は本開示の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各構成または各
ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の
手段またはステップなどを１つに組み合わせたり、あるいは分割したりすることが可能で
ある。
【０１０６】
　例えば、上述した実施形態において、第１の端末装置１０、第２の端末装置１２、第３
の端末装置１３、および情報処理装置１４において実行される一部の処理動作が他の装置
において実行されてもよい。
【０１０７】
　また、例えば、スマートフォンまたはコンピュータ等の汎用の電子機器を、上述した実
施形態に係る第１の端末装置１０、第２の端末装置１２、第３の端末装置１３、および情
報処理装置１４として機能させる構成も可能である。具体的には、実施形態に係る第１の
端末装置１０などの各機能を実現する処理内容を記述したプログラムを、電子機器のメモ
リに格納し、電子機器のプロセッサによって当該プログラムを読み出して実行させる。し
たがって、本実施形態に係る発明は、プロセッサが実行可能なプログラムとしても実現可
能である。プログラムはネットワーク１６を介してダウンロードされてもよいし、電子機
器に読取り可能な可搬型で非一過性の記録・記憶媒体に格納され、電子機器が当該媒体か
ら読取ってもよい。
【０１０８】
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　また、例えば、上述した実施形態において、第１の端末装置１０は、移動体１５に搭載
されているが、被験者などが携行する端末装置、例えば第２の端末装置１２が第１のセン
サ部１７および第２のセンサ部１８と通信することによって、第１の端末装置１０と同じ
動作を行っても、上述の実施形態と同様の効果が得られる。
【符号の説明】
【０１０９】
　１０　第１の端末装置
　１１　情報処理システム
　１２　第２の端末装置
　１３　第３の端末装置
　１４　情報処理装置
　１５　移動体
　１６　ネットワーク
　１７　第１のセンサ部
　１８　第２のセンサ部
　１９　通信部
　２０　出力部
　２１　入力部
　２２　記憶部
　２３　制御部
　２４　通信部
　２５　出力部
　２６　入力部
　２７　記憶部
　２８　制御部
　２９　通信部
　３０　出力部
　３１　入力部
　３２　記憶部
　３３　制御部
　３４　通信部
　３５　出力部
　３６　入力部
　３７　記憶部
　３８　制御部
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